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２９総総法査第１１３号  

 

 

裁       決  

 

 

                  

審査請求人             

 

処  分  庁   中野区福祉事務所長  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）２４条９項の準用する同条３項の規定に基づく保

護申請却下処分に係る審査請求について、東京都行政不服審査会（以

下「審査会」という。）に諮問し、その答申（以下「本件答申」とい

う。）を得て、次のとおり裁決する。  

 

主       文  

 

処分庁が請求人に対して平成２９年５月３０日付けで行った保護申

請却下処分を取り消す。  

 

理       由  

 

第１  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、処分庁が、請求人に対し、平成２９年

５月３０日付けで行った法２４条９項の準用する同条３項の規定
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に基づく保護申請却下処分（２９中健援第４８７号。以下「本件

処分」という。）の取消しを求めるものである。  

 

第２  事案の概要（本件処分通知書、        申込書等によ

る。）  

１  平成２３年１２月１３日、処分庁は、請求人に対し、法による

保護を開始した。  

２  処分庁は、平成２４年５月、請求人に対し、保育士試験受験手

数料に係る技能修得費を支給した。  

３  平成２８年１２月１３日、請求人は、中野区福祉事務所（以下

「福祉事務所」という。）の担当職員（以下「処分庁の職員」と

いう。）に架電し、測量士の資格を取り、自分の就職への職種を

広げたいと申し出た。  

４  平成２８年１２月１４日、処分庁の職員は、請求人から郵送さ

れた測量士補に係る資料を受領した。  

同日、処分庁の職員が、請求人に架電したところ、請求人は、

大学院での専攻が地理学専攻扱いになり、申請を出すだけで測量

士（補）の資格を取れる可能性があること、自分としては、測量

士（補）の資格を取り、就職し、自立を目指したいことを述べ

た。  

５  請求人は、測量士補になるため、測量法４９条１項の規定によ

り測量士補名簿への登録申請を行った。そして、同申請を審査し

た国土地理院長は、平成２９年１月１９日、測量法施行令１２条

１項の規定に基づき、請求人を測量士補名簿に登録し、同条２項

の規定により、その旨請求人に通知した。  

６  平成２９年２月１４日、処分庁は、請求人に係る援助方針につ

いて、「稼働能力の活用不足を認めるため就労支援プログラムの

活用などにより就労を指導する」、「測量士の資格取得、就労自
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立を目指す」指導等を行う旨決定した。  

７  平成２９年３月７日、請求人は、「         申込書兼

個人情報の提供に関する同意書」を処分庁宛て提出し、ハローワ

ーク   の専門相談員から就職活動に関する個別支援が受けられ

る 「         」 の 利 用 （ 以 下 「 本 件 就 労 支 援 」 と い

う。）を申し込んだ。そして、同日、請求人は、処分庁の職員と

ともに、                の窓口を訪れた。  

  なお、上記         申込書には、以下の記載がある。  

⑴  プログラム利用者記入欄  

就職希望欄  

「就業形態  フルタイム」「職種  その他（建設業界）」  

  ⑵  ＣＷ（ケースワーカー）記入欄  

    特筆すべき事柄欄  

    「測量士補の資格を取得し、資格を活かせる、就労を目指

す。」  

 ８  平成２９年３月２９日、処分庁は、請求人から、一時扶助保護

申請書（以下「本件申請書」といい、本件申請書による保護の申

請を「本件申請」という。）を受領した。本件申請書には、申請

内容として、「技能収得費（土地下屋調査士）」、「テキスト￥

４５００＋税～￥１２０００＋税、問題集￥３０００前後、口頭

￥３０００前後、合計￥１０９００」が記載されていた。  

９  平成２９年４月３日、処分庁は、福祉事務所において、本件申

請に係るケース診断会議を実施した。そして、同会議において検

討した結果、本件申請については、「技能修得の支給要件でない

ので、支給しない。」との結論を得た。  

１０  平成２９年４月７日、処分庁は、決定年月日を「平成２９年

３月１日」、決定理由を「平成２９年３月２９日に申請された技

能修得費は、『自立支援プログラム』を受けておらず、支給要件



 

4  

に該当しないため不支給とします。」とする保護変更決定を行

い、請求人に通知した。  

１１  平成２９年５月３０日、処分庁は、上記１０の保護変更決定

に誤りがあったとして、同決定を取り消し、請求人に通知した。  

１２  同日、処分庁は、本件申請については、支給要件に該当しな

いことから、これを却下することを決定し（本件処分）、「申請

のあった『土地家屋調査士を取るために必要なテキスト代等』は

自立支援プログラムに基づくものではないため。」との理由を付

して、請求人に通知した。  

１３  請求人は、平成２９年６月７日付けの書面で、本件処分に係

る審査請求を提起した。  

 

第３  審理関係人の主張の要旨  

 １  請求人の主張  

請求人は、おおむね以下の理由により、本件処分は違法又は不

当であると主張する。  

法１７条では、就業に結びつくなら支払が可能であると解釈で

きる文言が書かれている。区は、省令や課長通達をまとめた生活

保護手帳など別資料で支払を拒んでいるが、法律より重要視され

ることがあってはならない。区は、日本国憲法の法の下の平等を

真摯に理解し、法に基づき、生業費を支払うべきである。  

区の通知では、自立支援プログラムを受けていないので、土地

家屋調査士の生業費の支払は認められないと言うが、同プログラ

ムの受講の指導はおろか、存在すら知らされていない。  

 ２  処分庁の主張  

処分庁は、以下の理由により、本件処分に取消理由はないと主

張する。  

保護の実施機関（処分庁）は、法のみならず、法施行令、法施
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行規則、実施要領、別冊問答集等に基づき、日々生活保護の決定

及び実施を行っている。これは、実施要領や他法制度の改正に速

やかに対応するとともに、疑義照会事例を知ることで統一的な対

応を行うためである。  

技能修得費の再支給については、生活保護手帳別冊問答集にお

いて、「著しい状況の変化によって新たな技能を身につけなけれ

ば自立が不可能なケースについては、再度技能修得費を支給して

差し支えない。また、自立支援プログラムに基づく場合について

は複数回の支給が認められている」とされている。これは、再支

給を安易に認めた場合、資格を取るという名目のもと、際限なく

再支給を求めてくることが考えられるため、一定の要件が示され

ているものと推察される。  

 

第４  審査庁の判断  

   請求人の主張について、本件答申は、以下のとおり述べている

（なお、本件答申中の引用項目等は、当庁で適切な文字に置き換

えている。）。  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

 ⑴  法４条１項によれば、保護は、生活に困窮する者が、その利

用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生

活の維持のために活用することを要件として行われるとされ、

法８条１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基準によ

り測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭

又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行

うものとするとされている。  

法１１条１項は、保護の種類として、７号に「生業扶助」を
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掲げ、法１７条は、生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を

維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、

次の各号に掲げる事項の範囲内において行われる（ただし、そ

の者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる

見込みのある場合に限る。）と定め、２号に「生業に必要な技

能の修得」を掲げている。  

⑵  法８条１項の規定に基づいて保護の基準を定めた「生活保護

法による保護の基準」（昭和３８年４月１日厚生省告示第１５

８号）においては、法１１条１項各号に掲げられている各種の

扶助ごとに基準が定められており、このうち、別表第７の生業

扶助基準では、技能修得費（高等学校等就学費を除く。以下同

じ。）の基準額について「７８，０００円以内」（別表第７・

１）とし、技能修得費は技能修得の期間が１年以内の場合にお

いて、１年を限度として算定する（同２）と定められている。  

⑶  地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づく処理

基準である「生活保護法による保護の実施要領について」（昭

和３８年４月１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下

「局長通知」という。）の第７・８・⑵・アによれば、技能修

得費の範囲について、「 (ｱ)生計の維持に役立つ生業に就くため

に必要な技能を修得する経費を必要とする被保護者に対し、そ

の必要とする実態を調査確認のうえ、基準額の範囲内における

必要最小限度の額を計上するものとすること。」、「 (ｳ)技能修

得費として認められるものは、技能修得のために直接必要な授

業料（月謝）、教科書・教材費及び当該技能修得を受ける者全

員が義務的に課せられる費用等の経費並びに資格検定等に要す

る費用（ただし、同一の資格検定等につき一度限りとする。）

等の経費であること。」、「 (ｴ)上記 (ｱ)に定めるところにかか

わらず、（平成１７年３月３１日付社援発第０３３１００３号
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厚生労働省社会・援護局長通知に定めるところによる）自立支

援プログラムに基づくなど、実施機関が特に必要と認めた場合

については、コンピュータの基本的機能の操作等就職に有利な

一般的技能や、コミュニケーション能力等就労に必要な基礎的

能力を修得するための経費を必要とする被保護者についても、

基準額の範囲内における必要最小限度の額を計上して差し支え

ないこと。」とし、これらの範囲において必要な額を認定する

こと、なお、支給に当たっては、被保護者に対して、技能修得

費の趣旨目的について十分な説明を行うとともに、技能修得状

況の経過を把握し、適切な助言指導を行うこととされている。  

⑷  「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付厚生

労働省社会・援護局保護課長事務連絡）を基に編纂された「生

活保護手帳別冊問答集２０１６」（以下「問答集」という。）

によれば、技能修得費の再支給について、「例えば事故により

障害を負った場合等で著しい状況の変化によって新たな技能を

身につけなければ自立が不可能なケースについては、再度技能

修得費を支給して差し支えない。また、自立支援プログラムに

基づく場合については複数回の支給が認められているところで

ある」とされている（問答集問７－１３８（答））。  

なお、問答集は、法に定める事務を地方公共団体が執行する

に当たっての解釈運用指針として合理的なものであると認めら

れる。  

２  これを本件についてみると、請求人は、国土地理院に備える測

量士補名簿に登録された（平成２９年１月１９日登録）測量士補

であり、同資格を活かせる就労を目指して、同年３月７日から、

本件就労支援を受けていたことが認められる（第２・４、５及び

７）。  

  そして、東京都における「測量士補」を求人とする事業所又は
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会社は、ハローワーク求人情報を見ると多数登録されており、ま

た、本件申請時点の雇用情勢からみても、請求人の有する稼働能

力を活用する機会ないしは活用する場が存在することが認められ

る。  

そうすると、処分庁が、請求人は、測量士補として一定の稼働

能力を有しており、本件就労支援を通して、当該能力を活用し自

立を図ることが可能と見込まれることから、新たに土地家屋調査

士の資格を取得するための経費（本件申請）については、「生計

の維持に役立つ生業に就くために必要な技能を修得する経費」

（局長通知第７・８・⑵・ア・ (ｱ)）にも、「自立支援プログラム

に基づくなど、実施機関が特に必要と認めた場合」（同 (ｴ)）にも

当たらないとして、生業扶助（技能修得費）の支給を行わないと

判断したことについて、不合理は認められない。  

さらに、処分庁は、請求人に対して、過去に保育士試験受験手

数料に係る技能修得費を支給していること（第２・２）から、上

記１・⑷に照らし、本件申請に対する技能修得費の再支給の可否

を検討したことが認められる。その上で、処分庁は、本件申請に

ついては、「著しい状況の変化によって新たな技能を身につけな

ければ自立が不可能なケース」及び「自立支援プログラムに基づ

く場合」のいずれにも該当せず、生業扶助（技能修得費）の再支

給を行わないと判断しており、この点についても不合理は認めら

れない。  

したがって、生業扶助（技能修得費）の支給を行わないと判断

したことについては、上記１の法令等の定めに基づきなされたも

のであることが認められる。  

３  請求人は、「法１７条では、就業に結びつくなら支払が可能で

あると解釈できる文言が書かれている。区は、省令や課長通達を

まとめた生活保護手帳など別資料で支払を拒んでいるが、法律よ
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り重要視されることがあってはならない。区は、日本国憲法の法

の下の平等を真摯に理解し、法に基づき、生業費を支払うべき」

であり、本件処分は違法・不当である旨主張する（第３・１）。  

  上記の請求人の主張は、法ではない局長通知及び問答集に基づ

いて、処分庁が本件申請を却下したことが、違法・不当であると

主張しているものであるが、上記１・⑶のとおり、局長通知は、

地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づく法定受託

事務の処理基準であって、同処理基準は、「事務を処理するに当

たり『よるべき基準』であり、地方公共団体は、それに基づいて

事務を処理することが法律上予定されているものである」（松本

英昭著「新版逐条地方自治法＜第８次改訂版＞」１１３６頁）の

だから、請求人の上記主張は、失当というほかない。また、問答

集についても、上記１・⑷のとおり、法に定める事務を地方公共

団体が執行するに当たっての解釈運用指針として合理的なもので

あるから、同様に失当というほかない。  

４  ところで、本件処分の根拠である法２４条９項において準用す

る同条３項及び４項によれば、保護の変更の申請に対する実施機

関の決定については、決定の理由を付した書面により申請者に通

知することが義務付けられている。そして、一般的に、法令によ

って理由付記が義務付けられている場合に求められる理由付記の

程度としては、「いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用

して（略）拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了

知しうるものでなければならず」（最高裁昭和６０年１月２２日

判決・民集３９巻１号１頁等）と解されているところである。  

  ところが、本件処分通知書には、本件申請を却下する理由につ

いて、「申請のあった『土地家屋調査士を取るために必要なテキ

スト代等』は自立支援プログラムに基づくものではないため。」

と記載されているにすぎない（第２・１２）。そのため、本件に
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おいては、いかなる理由で本件処分がなされたかを、請求人が本

件理由自体から了知することは、著しく困難であり、本件処分に

おいては、理由付記の程度に関して、不備があったと評価せざる

を得ない。したがって、本件処分については、理由付記の点で取

消しを免れることのできない瑕疵が存在することが認められる。  

本件答申の上記説示は首肯すべきもので、審査会の結論は尊重さ

れるべきものと認められる。  

したがって、本件処分は取消しを免れない。  

 

第５  結論  

以上のとおり、本件審査請求は理由があるから、行政不服審査

法４６条１項の規定を適用して、主文のとおり裁決する。  

 

 

平成３０年２月２３日  

 

        審査庁  東京都知事  小  池  百  合  子  


